
桶川市下水道施設における
ウォーターPPPの導入に向けた説明会
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１．官民連携事業の導入背景
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我が国における下水道施設を取り巻く課題

下水道事業の課題
• 下水道施設の老朽化の進行
• 下水道職員の減少
• 予算の制約

「事後保全型対応」から「予防保全型対応」へ
損傷や劣化が進行する前に適切な対策を行い
更新時期の平準化と総事業費の削減を図ります

官民連携事業の推進
政府は、民間の創意工夫を活かし維持管理の効率を向上させ
るため、官民連携事業（PPP/PFI）を推進しています



・下水道施設においては、包括的民間委託が最多です
・令和５年度新たに管理・更新一体型マネジメント方式である

ウォーターＰＰＰ制度が創設されました

１．官民連携事業の導入背景
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下水道施設における官民連携事業数（R6.4時点、国交省調べ）

下水道施設における官民連携事業の状況
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２．ウォーターPPPの概要

 PPP（官民連携、Public Private Partnership）とは、

官と民で協力して公共事業を運営し、より良いサービスを作り上げていくことです。

公共事業の運営において、民間の力を借りることで効率化や品質向上を図る取組になります

 ウォーターPPP （ WPPP ）とは、上下水道事業における官民連携手法の取り組みの一つであり、

コンセッション（レベル4.0）及び管理・更新一体マネジメント方式（レベル3.5）を指します

• 人手不足解消

• 新技術・民間ノウハウ活用

• 民間目線での高いサービス品質

• 体制等における柔軟性向上

官のメリット

• ⾧期間に渡る安定的な契約

• 社会的信頼の向上

• 経験・実績の獲得

• プロフィットシェア※による利益獲得

民のメリット

※プロフィットシェア:WPPPにおいて、民間の創意工夫でコスト縮減等行った場合に、その縮減分を官民で分配すること。
プロフィットシェアの仕組を取り入れることがWPPPの要件の1つ
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２．ウォーターPPPの概要

• WPPPと現状との違い

発
注
方
法

仕様発注ではなく性能発注になります
 仕様発注＝「業務の方法」を委託者が定

める
 性能発注＝「求める目標・状態」を委託

者が定め、その「方法」は受託者に委ねる

期
間

⾧くなります
 10年の契約になります
 都度発注や2-3年契約ではなくなります

委
託
範
囲

広がります
 維持管理と更新計画・設計等をセットで

発注します

• 受託者は従前よりも柔軟な事業運営が可能になります
• その分、以下を期待します

• 要求水準を確実に達成すること ※要求水準書の作成と水準達成状況のモニタリングを行います
• 市と密に連携し、信頼関係を維持すること
• 効率化、新技術導入等、サービスレベルを高めよりよい桶川市にしていくため努力すること

つまり

委託のレベル

更新
実施型

包括的
民間委託

レベル1-3 レベル3.5

コン
セッション

レベル4

CMあり
の場合

更新
支援型

下水道法上の最終責任
公権力行使
モニタリング・履行確認
交付金等の事務手続き
事業計画等の策定
災害対応※

利用料金直接収受
更新（改築）の発注業務
設計・積算
更新計画案作成
修繕計画案作成・実施
ユーティリティ調達・管理
水質管理、運転操作、保守点検

下水道事業

桶川市で検討中

※災害対応の陣頭指揮は桶川市が担当するが、現場対応等は受託者にも求められる

WPPP

ウォーターPPPでは委託範囲が広がるのに加え⾧期契約・性能発注が原則であるため、受託者
の自由度が高くなります。その分、確実に事業遂行できること、安定した品質の提供に努めること、
市と密に関係構築することが求められます
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２．ウォーターPPPの概要

要件① ⾧期契約

契約期間は、企業の参画意欲、地方公共団体の取り組みやすさ、スケールメリット、投資効果の発現、雇
用の安定、人材育成等を総合的に勘案し原則10年とします。

要件② 性能発注

性能発注を原則とします。対象施設等の必要な機能や性能を定義し、その達成方法については受託者の
創意工夫に委ねる発注方式です。 例）ポンプ設備の流入水量（時間最大）、放流量（吐口）等を
満たしていること。

要件③ 維持管理と更新の一体マネジメント

維持管理と更新を一体的に実施する「更新実施型」と、更新計画案の策定やコンストラクションマネジメン
トにより地方公共団体の更新を支援する「更新支援型」を基本とします。

要件④ プロフィットシェア

ライフサイクルコスト縮減の提案を促進するため、費用縮減分を官民で分配することです。分配の割合は委
託者の任意ですがプロフィットシェアの仕組みを導入することを基本とします。

※参考:国土交通省「下水道分野におけるウォーターPPP ガイドライン第 2.0 版（令和7年4月）」
https://www.mlit.go.jp/mizukokudo/sewerage/content/001883967.pdf

（参考）以上の説明は「WPPPの4要件」とされ、すべて充足しなければWPPPにはなりません

• WPPPの4要件※



桶川
市

 契約条件等協議
 事業開始準備

 引継ぎ

契約締結引継ぎ

未定

 事業実施・運営

 実施状況モニタリング

事業開始

令和10年6月（予定）～

 各種文書へのフィード
バック

事業者選定
（公募/入札）

未定

 各種文書（要求水準※

等）の公表

 公募/入札への参加

 JV、SPC組成（任意）

※要求水準:委託者側が求める施設やサービスの質、性能、効率性などを具体的に示したもの

 現状の課題感洗い出し
 自社で対応可能な業務

検討・洗い出し

 アンケート回答
 ヒアリング等への協力

WPPP導入可能性
・スキーム検討

現在～令和8年2月

 アンケート配布

単独企業または企業グループ
のいずれも応募可
単独企業または企業グループ
のいずれも応募可

 WPPPスキーム決定

検討
協力

応募

事業
運営

民間
企業  事業費見積
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３．民間事業者の皆様への協力依頼

皆様にご対応いただくのは主に桶川市の検討への協力、応募、（受託者のみ）事業運営の3つ
です。来年2月までのWPPP導入可能性およびスキームを検討しますので、アンケート回答等の
調査にご協力願います

詳細後述詳細後述
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３．民間事業者の皆様への協力依頼

ご協力いただきたいこと論点

• WPPP導入可否を判断するにあた
り、「民間事業者がWPPPに対応で
きるか」、「スキーム検討にあたり民
間事業者がどの業務に対応できる
か]を把握することが重要です

• そのために2回アンケート調査を行い
ます。ご自身の企業での対応可否
や他企業との連携について、ご検
討・ご回答をお願い致します。

• ウォーターPPP導入の意向を固めた場合、それは可能か?ウォーターPPP
導入できるか?

＜施設の観点＞
• 管路とポンプ場があるが、どの施設を対象にWPPP導入する

か?
※管路・ポンプ場すべて、管路のみ、ポンプ場のみ、管路・ポンプ場
の一部のみ・・・等、様々な選択肢を取りえる

どう導入するか?
（スキーム）

＜業務の観点＞
• どの業務を引き続き桶川市が発注するか、WPPPで包括的に

委託するか?
※小規模修繕工事の一部は市から別発注。雨水ポンプ場の大雨
時・緊急時の運転管理業務 等

• 令和10年6月からWPPP事業を開始する予定（検討中）いつ導入するか?

• 入札への参加についてご検討お願い
致します。

• 複数の業務を複数年にわたって一括で発注するため、単独企
業ではなく、複数企業による共同体（JV、SPC）の形成が
必要

• 地域特性の理解度、緊急対応力、地域経済への貢献の観
点から、今後も地元企業が共同体の構成員として対応してい
ただきたい

どの企業に
委託するか?

桶川市下水道事業にウォーターPPPを導入できるか、どう導入するかを検討するにあたって、
民間事業者の皆様の対応可否やご意向が重要な検討要因になります
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４．桶川市下水道事業の概要

※詳細は桶川市公共下水道事業経営戦略
（ https://www.city.okegawa.lg.jp/soshiki/toshiseibi/gesuido/sumai/jogesuido/9338.html）参照（今年度改定予定）

ポンプ場: 汚水ポンプ場は4か所、マンホールポンプ場は5か所
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４．桶川市下水道事業の概要

管路:詳細はおけがわインフラマップ参照

※おけがわインフラマップ:https://okegawa.cloudgis.jp/
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意味用語

事業で得た利益を取り決めた割合で分配する契約形態のことプロフィットシェア

「求める目標・状態」を委託者が定め、その「方法」は受託者に委ねる発注方法性能発注

委託者側が求める施設やサービスの質、性能、効率性などを具体的に示したもの要求水準

民間事業者の募集や選定、責任の明確化など、事業を適正かつ確実に実施す
るための基本的な方針を定めたもの

実施方針

企業が事業をどのように展開し、収益を上げていくかについての具体的な計画や
枠組み

事業スキーム

ストックマネジメント計画のこと。下水道施設などの社会インフラを、⾧期的な視点
で計画的に維持管理・更新していくための計画

SM計画

用語

※参考:国土交通省「下水道分野におけるウォーターPPP ガイドライン第 2.0 版（令和7年4月）」
https://www.mlit.go.jp/mizukokudo/sewerage/content/001883967.pdf
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ウォーターPPPガイドライン

※参考:国土交通省「下水道分野におけるウォーターPPP ガイドライン第 2.0 版（令和7年4月）」
https://www.mlit.go.jp/mizukokudo/sewerage/content/001883967.pdf


